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衆
議
院
議
員
谷
口
隆
義
君
提
出
中
小
企
業
金
融
安
定
化
特
別
保
証
制
度
に
お
け
る
「
通
信
業
」
へ
の
融
資
の
保
証
に
関
す
る 

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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総
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大
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小 

渕 
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一
、
三
及
び
八
に
つ
い
て 

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
五
十
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
中
小

企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
の
対
象
業
種
に
つ
い
て
は
、
当
該
業
種
に
属
す
る
中
小
規
模

の
事
業
者
の
数
、
そ
の
資
金
需
要
等
当
該
業
種
の
実
態
に
関
し
、
事
業
者
及
び
事
業
者
団
体
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
関
係

す
る
省
庁
間
で
協
議
の
上
、
見
直
し
を
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
「
通
信
業
」
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
、
そ
の
定
義
を
定
め
た
も
の
は
な
い
が
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十

九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
基
づ
く
「
電
気
通
信
事
業
」
は
、
電
気
通
信
役
務
を
他
人
の
需
要
に
応
ず
る
た
め
に
提
供
す
る

事
業
で
あ
り
、
「
第
一
種
電
気
通
信
事
業
」
及
び
「
第
二
種
電
気
通
信
事
業
」
に
分
類
さ
れ
る
。
「
第
一
種
電
気
通
信
事 

 
 

 

業
」
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
事
業
で
あ
り
、
「
第
二
種
電
気
通
信
事
業
」
は
、 

 
 

そ
れ
以
外
の
「
電
気
通
信
事
業
」
で
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
や
ボ
イ
ス
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

事
業
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
現
在
で
、
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
の
数
は
二
百
十
三
、
第
二
種
電
気

証
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

衆
議
院
議
員
谷
口
隆
義
君
提
出
中
小
企
業
金
融
安
定
化
特
別
保
証
制
度
に
お
け
る
「
通
信
業
」
へ
の
融
資
の
保 

一 

 



 

四
に
つ
い
て 

二
及
び
七
に
つ
い
て 

郵
政
省
に
お
い
て
も
、
現
状
を
一
、
三
及
び
八
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
、
電

気
通
信
事
業
を
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
対
象
業
種
に
追
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
中
小
企
業
庁
と
共
に
検
討
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

「
経
済
構
造
の
変
革
と
創
造
の
た
め
の
行
動
計
画
」
（
平
成
九
年
五
月
十
六
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
移
動
体
通
信 

 

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
が
最
近
急
速
な
普
及
を
見
せ
て
い
る
電
気
通
信
事
業
は
、
社
会
経
済
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
情
報
通

通
信
事
業
者
の
数
は
七
千
百
二
十
六
と
な
っ
て
お
り
、
電
気
通
信
事
業
者
全
体
で
は
七
千
三
百
三
十
九
と
な
っ
て
い
る
。 

近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
等
に
よ
り
、
中
小
規
模
の
事
業
者
が
多
い
第
二
種
電
気
通
信
事
業
者
の
数
が
増
加
し
て

い
る
。
一
方
、
民
間
金
融
機
関
の
貸
出
し
は
依
然
低
調
で
あ
り
、
電
気
通
信
事
業
に
つ
い
て
も
他
の
業
種
と
同
様
、
資
金
調

達
を
行
う
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
と
推
察
さ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
電
気
通
信
事
業
を
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
対
象
業
種
に
追
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
関
係
省
庁

間
の
検
討
を
進
め
、
早
急
に
結
論
を
得
て
ま
い
り
た
い
。 

二 

 



 

五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

信
ニ
ー
ズ
の
顕
在
化
と
と
も
に
、
事
業
者
間
の
競
争
環
境
の
整
備
等
に
よ
り
引
き
続
き
成
長
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
。
」
と
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
も
情
報
通
信
関
連
分
野
を
新
規
・
成
長
十
五
分
野
の
一
つ
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明 

 

ら
か
な
よ
う
に
、
電
気
通
信
事
業
は
成
長
産
業
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

政
府
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
等
を
通
じ
た
低
利
融
資
制
度
に

よ
る
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
電
気
通
信
事
業
法
上
の
電
気

通
信
事
業
者
に
該
当
し
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
等
に
お
い
て
、
電
気
通
信
事
業
者
が
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
の
施

設
・
設
備
等
を
整
備
す
る
た
め
の
資
金
に
対
す
る
低
利
融
資
制
度
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
、
中
小
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・ 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
を
今
後
成
長
す
る
分
野
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
「
経
済
新
生
対 

策
」
（
平
成
十
一
年
十
一
月
十
一
日
経
済
対
策
閣
僚
会
議
決
定
）
に
お
い
て
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
の
接
続
に
係
る
施
策
が 

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
、
三
及
び
八
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
を

含
む
電
気
通
信
事
業
を
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
対
象
業
種
に
追
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三 

 



 

 

四 

サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
そ
の
多
く
が
第
二
種
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
り
、
こ
の
低
利
融
資
制
度
の
中
で
、
特
に
、
第

二
種
電
気
通
信
事
業
者
が
行
う
過
疎
地
等
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
拠
点
の
整
備
に
対
す
る
融
資
に
関
し
て

は
、
他
の
融
資
に
比
し
て
優
遇
し
た
金
利
区
分
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及

に
向
け
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
す
る
支
援
を
こ
れ
ま
で
も
講
じ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ 

 

る
。 政

府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
中
小
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
含
む
電
気
通
信
事
業
者
に
対 

 
 

し
、
所
要
の
支
援
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 


